
編
課

『
中
國
歴
史
文
献
學
史
述
要
』

　
鄭
樵
の

文
献
學

に
お
け
る
業
績
i　

　
　
　
　
　
　
　
　
曽
胎
苓
・
崔
文
印
　
原
著

山
口
謡
司
・
石
川
薫
・
洲
脇
武
志
　
編
課

　
南
宋
の
鄭
樵
は
、
會
通
思
想
の
指
導
の
も
と
、
『
通
志
』
を
完
成
さ
せ
た
。
『
通
志
』
は
本
紀
十
八
巷
・
世
家
三
巻
・
列
傳
百
十
五
巻
・
載

記
八
巻
・
年
譜
四
巷
・
略
五
十
二
巻
の
全
二
百
巻
か
ら
な
る
。
『
通
志
』
は
、
實
際
に
は
通
史
で
あ
る
。
鄭
樵
は
、
「
紀
傳
は
、
編
年
記
事
の

實
跡
に
し
て
、
自
ら
成
規
有
り
。
智
爲
ら
ざ
れ
ば
増
し
、
愚
爲
ら
ざ
れ
ば
減
ら
す
。
故
に
紀
傳
に
於
い
て
は
、
其
の
奮
文
に
部
し
、
從
ひ
て

　
　
　
エ
　

損
盆
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
鄭
樵
『
通
志
』
の
紀
傳
は
、
前
人
の
記
載
に
封
す
る
増
減
は
少
な
く
、
基
本
的
に
正
史
の
「
奮
文
」
の

ま
ま
で
あ
り
、
目
立
っ
た
新
意
は
な
い
。
梁
啓
超
が
『
通
志
』
を
「
私
た
ち
は
『
通
志
』
を
讃
ん
だ
が
、
二
十
略
を
除
い
て
は
、
何
の
債
値

も
登
見
で
き
な
か
っ
た
…
…
鄭
樵
は
大
き
な
願
望
を
抱
い
て
は
い
た
が
、
司
馬
遷
の
範
疇
の
中
で
活
動
し
て
い
て
は
、
松
柏
の
大
樹
の
下
で

は
草
は
伸
び
ぬ
と
言
う
通
り
で
、
鄭
樵
の
失
敗
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
十
略
だ
け
は
、
不
朽
の
も
の
と
す
る
に
足
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
こ

史
學
界
に
鄭
樵
が
い
た
こ
と
は
、
光
芒
を
放
つ
天
の
彗
星
の
よ
う
で
あ
る
」
と
評
債
し
た
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
二
十
略
が
こ
の
よ
う
に

稻
賛
さ
れ
た
理
由
は
、
二
十
略
は
鄭
樵
が
一
生
の
精
力
を
注
い
だ
研
究
の
成
果
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
十
略
は
氏
族
・
六
書
・
七
音
・
天
文
．

地
理
・
都
邑
・
禮
・
誼
・
器
服
・
樂
・
職
官
・
選
畢
・
刑
法
・
食
貨
・
藝
文
・
校
儲
・
圖
譜
・
金
石
・
災
群
・
昆
轟
草
木
を
含
む
。
鄭
樵
は
、

r其
の

五
略
（
原
注
：
禮
・
職
官
・
選
畢
・
刑
法
・
食
貨
）
は
漢
唐
諸
儒
の
得
て
聞
く
所
な
る
も
、
其
の
十
五
略
は
、
漢
唐
諸
儒
の
得
て
聞
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ヨ
　

か

ざ
る
所
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
誇
張
さ
れ
て
お
り
、
不
正
確
な
部
分
も
あ
る
が
、
氏
族
・
金
石
・
校
離
な
ど
は
、
確
か
に
前

代
の
典
史
に
は
な
く
、
當
然
鄭
樵
が
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
創
造
に
よ
り
、
典
志
の
範
園
を
接
大
し
、
天
下
の
全
て
の
知
識
を

可
能
な
限
り
網
羅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
『
通
志
』
二
十
略
の
う
ち
、
「
藝
文
略
」
と
「
校
儲
略
」
は
文
献
學
史
上
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
前
者
は
鄭
樵
の
目
録
學
の
實
践
で

あ
り
、
後
者
は
鄭
樵
が
實
践
を
通
し
て
線
括
し
た
目
録
學
の
理
論
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
金
石
略
」
と
「
圖
譜
略
」
も
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
。
内
容
か
ら
言
え
ば
、
ほ
ぼ
全
て
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
「
藝
文
略
」
に
含
ま
れ
る
が
、
鄭
樵
は
軍
掲
で
こ
れ
ら
の
項
目
を
設
け
て

い

る
。
こ
れ
は
文
献
學
に
お
い
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
o
さ
ら
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
通
志
』
藝
文
略
は
、
『
群
書
會
記
』
に
基
づ
い
て
改
編
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
鄭
樵
は
、
「
上
宰
相
書
」
の
中
y
　
r
『
群
書
會
記
』
を
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ

ば
、
則
ち
樵
の
藝
文
志
の
諸
史
の
藝
文
に
異
な
る
を
知
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
「
藝
文
略
」
は
、
正
史
中
の
圖
書
目
録
と
し
て
は
、
確

か

に

以
前
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
藝
文
略
」
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
の
よ
う
に
一
代
の
藏
書
の
成
皿
行
を
記
す
わ
け
で

も
、
『
新
唐
書
」
藝
文
志
の
よ
う
に
一
代
の
著
述
の
盛
行
も
併
記
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
「
藝
文
略
」
は
一
代
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
r
古

今
有
無
の
書
を
線
（
線
古
今
有
無
之
書
）
」
べ
て
い
る
。
彼
は
、
『
校
儲
略
』
編
次
必
謹
類
例
論
六
篇
の
中
で
、
　
［
藝
文
略
」
の
著
録
範
園
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

い

て
、
「
今
紀
す
所
は
、
以
て
百
代
の
有
無
を
紀
さ
ん
と
欲
す
。
然
る
に
漢
巫
日
の
書
は
最
も
希
闊
爲
り
、
故
に
梢
や
略
す
。
惰
唐
の
書
は
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
こ

に

於
て
近
爲
り
、
故
に
差
や
詳
ら
か
に
す
。
崇
文
四
庫
及
び
民
聞
の
藏
は
、
乃
ち
近
代
の
書
に
し
て
、
當
に
＝
載
す
べ
き
所
也
」
と
述
べ

て
い

る
。
「
藝
文
略
」
を
詳
し
く
調
べ
る
と
、
基
本
的
に
こ
の
原
則
に
從
っ
て
い
る
。
次
に
分
類
、
つ
ま
り
類
例
で
あ
る
。
鄭
樵
は
、
「
書
籍
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の

亡
ぶ

る
は
、
類
例
の
法
分
た
る
に
由
る
也
。
類
例
分
か
た
る
れ
ば
、
則
ち
百
家
九
流
各
お
の
條
理
有
り
て
、
亡
ぶ
と
錐
も
而
れ
ど
も
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぶ

る
能
は
ざ
る
也
」
、
「
類
書
は
猶
ほ
軍
を
持
つ
が
ご
と
き
也
。
若
し
條
理
有
れ
ば
、
多
し
と
錐
も
治
ま
る
。
若
し
條
理
無
く
ん
ば
、
寡
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
エ

錐
も
紛
す
。
類
例
は
其
の
多
き
を
患
へ
ざ
る
也
。
多
き
庭
の
術
無
き
を
患
ふ
る
の
み
」
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
『
七
略
』
の
分
か
つ
所
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
レ

自
ら
筍
簡
爲
り
。
四
庫
の
部
す
る
所
、
乃
ち
荒
唐
無
か
ら
ん
や
」
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
以
前
の
分
類
法
は
、
六
分
に
せ
よ
四
分
に
せ

よ
、
こ
の
類
で
あ
れ
ば
全
て
彼
に
否
定
さ
れ
て
お
り
、
彼
自
身
は
ま
ず
十
二
分
法
を
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
経
類
第
一
．
禮
類
第
二
．
樂

類
第

三
・
小
學
類
第
四
・
史
類
第
五
・
諸
子
類
第
六
・
星
敷
類
第
七
・
五
行
類
第
八
・
藝
術
類
第
九
・
讐
方
類
第
十
・
類
書
類
第
十
一
．
文

類
第
十
二
で
あ
る
。
各
類
は
さ
ら
に
小
類
に
分
か
れ
、
小
類
は
種
に
分
か
れ
て
い
る
。
経
類
を
例
に
畢
げ
れ
ば
、
「
易
」
．
「
書
」
．
「
詩
」

・

F春
秋
」
・
「
春
秋
外
傳
國
語
」
・
「
孝
経
」
・
「
論
語
」
・
「
爾
雅
」
・
「
経
解
」
と
い
う
九
つ
の
小
類
に
分
か
れ
て
お
り
、
小
類
は

さ
ら
に
種
に
分
か
れ
て
い
る
。
易
類
を
例
に
翠
げ
れ
ば
、
「
古
易
」
・
「
石
経
」
・
「
章
句
」
・
「
傳
」
・
「
注
」
・
「
集
注
」
・
「
義
疏
」
．
「
論
説
」
．

F類
例
」
・
「
譜
」
・
「
考
正
」
・
「
敷
」
・
「
圓
」
・
コ
音
」
・
「
識
緯
」
・
「
擬
易
」
と
い
う
十
六
種
に
分
か
れ
、
書
物
二
百
四
十
一
部
、
千
八
百
九
十
春

を
著
録
し
て
い
る
。
鄭
樵
の
分
類
は
、
ま
ず
十
二
大
類
（
第
一
位
類
）
に
分
け
、
そ
れ
か
ら
小
類
（
第
二
位
類
）
に
分
け
、
小
類
を
さ
ら
に

種

（第
三
位
類
）
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
は
中
國
の
分
類
學
史
上
、
初
め
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
類
酷
系
は
、
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
め
て
科
學
的
な
も
の
で
あ
る
。
鄭
樵
は
分
類
す
る
と
き
、
「
一
類
の
書
は
、
當
に
一
庭
に
集
在
す
べ
く
、
聞
す
る
所
有
る
べ
か
ら
ざ
る
也
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

と
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
「
上
に
源
流
有
り
、
下
に
沿
襲
有
り
」
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
た
め
「
類
例
既
に
分
た
れ
れ
ば
、
學
術
自

ら
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
其
の
先
後
本
末
具
さ
に
在
り
。
圖
譜
を
観
る
者
、
以
て
圖
譜
の
始
む
所
を
知
る
べ
し
。
名
敷
を
観
る
者
、
以
て
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

敷
の
相
を
知
る
べ
し
…
…
其
の
書
を
賭
て
以
て
其
の
學
の
源
流
を
知
る
べ
し
…
…
」
と
な
る
。
「
藝
文
略
」
が
こ
の
鮎
を
實
行
し
て
い
る
こ

と
は
、
事
實
が
諸
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
経
類
易
類
の
「
古
易
」
は
、
『
連
山
』
十
㊨
・
『
蹄
藏
』
三
巻
・
『
二
百
王
太
古
書
』
三
巷
を
著
録

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
古
易
経
」
は
、
こ
の
三
部
、
計
十
六
巻
し
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
易
類
の
「
石
経
」
は
、
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『
石
経
周
易
』
十
巻
・
『
今
字
石
経
易
纂
』
三
巻
・
『
＝
子
石
経
周
易
』
一
巷
を
著
録
し
て
お
り
、
石
刻
『
周
易
」
も
當
時
三
部
し
か
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
鄭
樵
は
著
録
圖
書
に
1
つ
1
つ
提
要
や
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
反
封
し
績
け
て
い
る
。
彼
は
圖
書
は
「
雁
に
鐸
す
べ
き

者
有
り
、
雁
に
鐸
す
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
、
一
概
を
執
り
て
論
ず
べ
か
ら
ず
」
と
考
え
、
「
雁
に
鐸
す
べ
き
者
有
り
て
一
概
に
鐸
せ
ず
、
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

簡

と
謂
ふ
」
、
「
雁
に
繹
す
べ
き
者
有
り
て
I
概
に
之
を
繹
す
、
之
を
繁
と
謂
ふ
」
と
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
鄭
樵
は
、
こ
こ
で
は
解
説
必
要

（「
雁
に

鐸
す
べ
し
」
）
な
も
の
と
解
説
不
要
（
「
雁
に
鐸
す
べ
か
ら
ず
」
）
な
も
の
の
基
準
を
規
定
し
て
い
な
い
。
「
藝
文
略
」
を
通
観
す
る
と
、

大
部
分
は
、
軍
に
書
名
．
巷
藪
・
作
者
だ
け
を
著
録
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
解
説
必
要
な
も
の
に
属
さ
な
い
。
数
少
な
い
解
説
必
要
な
項
目

を
考
察
す
る
と
、
解
説
の
範
園
を
ほ
ぼ
二
つ
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
難
な
く
見
い
だ
せ
る
。
1
つ
目
は
存
亡
を
記
す
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

経
類
の
易
類
に
著
録
さ
れ
る
『
周
易
』
十
巻
の
下
に
、
「
漢
曲
吉
室
長
孟
喜
章
句
。
惰
八
巷
、
唐
十
巻
」
と
解
説
し
、
『
周
易
」
四
春
の
下
に
、

F漢
費
直
章
句
。
費
氏
之
學
出
於
民
聞
、
不
列
學
官
。
至
唐
其
書
始
出
」
と
解
説
し
て
い
る
。
1
1
つ
目
は
、
書
名
と
内
容
の
解
説
で
あ
る
。
例

え

ば
、
経
類
の
孝
纏
類
に
著
録
さ
れ
る
『
國
語
孝
纏
』
一
巷
の
下
に
、
「
魏
氏
遷
洛
、
未
達
華
語
、
孝
文
命
侯
伏
侯
可
、
悉
陵
以
夷
言
謹

『
孝
経
』
之
旨
、
教
國
人
」
と
あ
り
、
小
學
類
に
著
録
さ
れ
る
『
三
蒼
」
1
1
1
m
o
の
下
に
、
「
郭
撲
撰
。
秦
相
李
斯
作
『
蒼
頚
篇
』
、
漢
揚
雄
作

『
訓
纂
篇
』
、
後
漢
郎
中
買
紡
作
『
湧
喜
篇
』
、
故
日
『
三
蒼
』
」
と
解
説
し
て
い
る
。
以
上
の
数
例
を
見
る
と
、
鄭
樵
が
解
説
必
要
と
す
る
も

の

は
、
解
説
の
内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、
全
て
前
代
の
典
籍
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
、

『
太
卒
御
覧
』
．
『
太
卒
廣
記
』
．
『
冊
府
元
筆
』
に
つ
い
て
も
説
明
を
加
え
、
書
名
の
愛
化
と
題
材
の
範
園
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
三
部

は

い

ず
れ

も
當
代
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
状
況
は
周
知
の
事
實
で
あ
り
、
説
明
を
加
え
る
必
要
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
解
説
す
る
條

目
が
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
贅
言
は
不
要
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
鄭
樵
は
解
説
必
要
と
解
説
不
要
の
基
準

を
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
解
説
必
要
に
せ
よ
解
説
不
要
に
せ
よ
、
恣
意
性
が
強
く
、
科
學
性
に
乏
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
藝
文
略
」
は
圓
書
一
〇
九
l
二
部
、
計
＝
〇
九
七
二
巻
を
著
録
し
、
基
本
的
に
は
『
漢
書
』
藝
文
志
・
『
惰
書
』
経
籍
志
（
以
上
五
千
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巷
）
・
『
奮
唐
書
』
経
籍
志
（
約
五
千
巻
）
・
北
宋
三
部
の
國
史
の
『
藝
文
志
」
（
著
録
圖
書
約
七
千
㊨
）
が
著
録
す
る
圖
書
の
線
計
（
原

注
：
こ
の
線
計
は
相
互
の
重
複
を
除
く
）
に
相
當
し
、
牧
録
規
模
は
空
前
紹
後
と
言
え
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
提
要
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
債
値
は
か
な
り
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
貼
は
残
念
で
あ
る
。

　
相
封
的
に
言
え
ば
、
「
校
離
略
」
の
影
響
は
は
る
か
に
大
き
い
。
性
質
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
校
雛
略
」
は
目
録
學
を
研
究
し
た
中
國
最
初

の

理
論
的
著
作
で
あ
る
。
「
校
儲
略
」
は
、
文
献
の
牧
集
・
分
類
・
著
録
な
ど
の
問
題
を
詳
し
く
研
究
し
て
い
る
。
漢
代
の
編
目
が
ま
ず
校

齪
を
行
っ
た
の
は
、
簡
冊
時
代
の
特
殊
な
状
況
で
あ
る
が
、
後
人
は
そ
の
遺
制
を
守
り
、
目
録
を
校
離
と
見
な
し
て
い
た
た
め
、
「
校
麟
略
」

は
こ
こ
か
ら
命
名
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
書
物
の
散
逸
は
、
古
代
か
ら
あ
る
。
そ
の
た
め
、
孔
子
に
は
「
杞
は
讃
す
る
に
足
ら
ず
（
杞
不
足
讃
）
」
と
い
う
嘆
き
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
多
く
の
亡
書
は
軍
に
民
聞
に
散
在
し
た
だ
け
で
、
實
際
に
散
逸
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
鄭
樵
は
、
こ
の
難
を
は
っ
き
り

認
識
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
古
の
書
籍
、
上
代
の
無
き
所
な
る
も
、
今
の
民
聞
よ
り
出
ず
る
者
有
り
。
『
古
文
筒
書
音
』
、
唐
世
と
宋
朝
と
に
拉
び
に
無
き
も
、
今

　
　
潭
州
の
呉
氏
よ
り
出
ず
。
陸
機
『
正
訓
』
、
惰
唐
二
志
に
拉
び
に
無
き
も
、
今
荊
州
の
田
氏
よ
り
出
ず
。
『
三
墳
』
は
自
ら
是
れ
一
種

　
　
の

古
書
に
し
て
、
煕
豊
の
聞
に
至
り
て
始
め
て
野
堂
村
校
よ
り
出
ず
。
潭
州
『
呉
氏
書
目
』
を
按
ず
る
に
、
算
術
一
家
に
敷
件
の
古
書

　
　
有

り
、
皆
な
三
館
四
庫
の
無
き
所
の
者
に
し
て
、
臣
已
に
求
書
類
に
牧
入
す
。
又
た
『
師
春
』
二
巷
・
甘
氏
『
星
経
』
二
巷
・
『
漢

　
　
官
典
義
』
十
巷
・
『
京
房
易
紗
」
一
㊨
、
今
世
の
傳
ふ
る
所
の
者
は
、
皆
な
呉
氏
よ
り
出
ず
。
雁
に
古
書
の
人
聞
に
散
落
す
る
者
勝
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
て

計
ふ
べ
き
を
知
る
べ
き
か
な
。
之
を
求
む
る
の
道
未
だ
至
ら
ざ
る
の
み
。

　
で

は
、
ど
の
よ
う
に
民
聞
の
遺
書
を
牧
集
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鄭
樵
は
「
求
書
八
法
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
「
即
類
以
求
」
、

二

「
傍
類
以
求
」
、
三
「
因
地
以
求
」
、
四
F
因
家
以
求
」
、
五
「
求
之
公
」
、
六
「
求
之
私
」
、
七
「
因
人
以
求
」
、
八
F
因
代
以
求
」
で
あ
る
。
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「
即
類
以
求
（
類
に
即
き
て
以
て
求
む
）
」
と
は
、
あ
る
分
野
の
專
門
書
は
相
鷹
す
る
專
門
家
の
所
で
探
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
鄭
樵
は
、

F凡
そ

星
暦
の
書
は
、
之
を
露
毫
郎
に
求
む
。
樂
律
の
書
は
、
之
を
太
常
樂
工
に
求
む
。
霊
吉
室
の
無
き
所
は
、
然
る
後
に
民
聞
の
星
暦
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

る
者
を
訪
ふ
。
太
常
の
無
き
所
は
、
然
る
後
に
民
聞
の
音
律
を
知
る
者
を
訪
ふ
…
…
」
と
例
を
畢
げ
て
い
る
。
ほ
か
も
こ
れ
に
類
す
る
。
こ

れ
が

「即
類
以
求
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
「
傍
類
以
求
（
類
に
傍
ひ
て
以
て
求
む
）
」
と
は
、
あ
る
分
野
の
專
門
書
は
、
ほ
か
の
職
種
の
人
と
も
關
係
が
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
關
連

職
種
の
人
の
所
で
探
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
凡
そ
性
命
道
徳
の
書
、
以
て
之
を
道
家
に
求
む
べ
し
。
小
學
文
字
の
書
、
以
て

之
を
繹
氏
に
求
む
べ
し
。
『
素
履
子
』
・
『
玄
眞
子
』
・
『
ヂ
子
』
・
『
竃
子
』
の
如
き
の
類
は
、
道
家
に
皆
な
有
り
。
『
蒼
韻
篇
』
・
『
書

寵
手
鑑
』
・
郭
邊
『
音
訣
圖
』
・
『
字
母
』
の
如
き
の
類
は
、
繹
氏
に
皆
な
有
り
。
『
周
易
』
の
書
は
ト
笠
家
に
藏
せ
ら
る
る
こ
と
多
し
。

『
洪
範
』
の
書
は
、
五
行
家
に
藏
せ
ら
る
る
こ
と
多
し
。
且
つ
那
濤
『
周
易
略
例
正
義
」
の
如
き
は
、
今
『
道
藏
』
に
之
有
り
。
京
房
『
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

易
飛
伏
例
』
は
、
ト
笈
家
に
之
有
り
。
此
を
以
て
類
に
傍
ひ
て
以
て
求
む
と
謂
ふ
」
で
あ
る
。

　
F
因
地
以
求
（
地
に
因
り
て
以
て
求
む
）
」
と
は
、
地
方
文
獣
に
属
す
書
物
は
、
當
地
で
探
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
『
孟
少
主

實
録
』
、
蜀
中
に
必
ず
有
り
。
『
王
審
知
傳
」
、
闘
中
に
必
ず
有
り
。
『
零
陵
先
賢
傳
」
、
零
陵
に
必
ず
有
り
。
『
桂
陽
先
賢
賛
』
、
桂
陽
に
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有

り
。
…
…
『
茅
山
記
』
必
ず
茅
山
観
に
見
ゆ
。
『
神
光
聖
跡
』
必
ず
祠
光
寺
に
見
ゆ
。
此
の
如
き
の
類
、
地
に
因
り
て
以
て
求
む
べ
し
」

と
あ
る
。

　
「
因
家
以
求
（
家
に
因
り
て
以
て
求
む
）
」
と
は
、
そ
の
文
献
の
作
者
の
子
孫
の
所
や
故
郷
で
探
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
『
銭

氏
慶
系
圖
』
、
以
て
忠
諮
王
の
家
に
求
む
べ
し
。
『
章
子
家
譜
』
、
申
公
の
後
に
求
む
べ
し
。
黄
君
愈
『
尚
書
關
言
』
亡
ぶ
と
錐
も
、
君
愈
の

家
は
興
化
に
在
り
。
王
斐
『
春
秋
講
義
』
亡
ぶ
と
難
も
、
秦
の
家
は
臨
潭
に
在
り
。
徐
寅
『
文
賦
』
、
今
甫
田
に
之
有
り
、
其
の
家
甫
田
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

在

る
を
以
て
な
り
。
『
播
佑
文
集
』
、
今
長
樂
に
之
有
り
、
其
の
後
長
樂
に
居
す
る
を
以
て
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
「
因
家
以
求
」
で
あ
る
。
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「
求
之
公
（
之
を
公
に
求
む
）
」
と
は
、
官
府
で
探
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
禮
儀
の
書
・
祠
祀
の
書
・
断
獄
の
書
・
官
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

書
・
版
圖
の
書
、
今
官
府
に
兵
火
を
纏
ざ
る
の
庭
有
れ
ば
、
其
の
庭
に
必
ず
存
す
る
者
有
り
、
此
を
之
を
公
に
求
む
と
謂
ふ
」
と
あ
る
。

　
F
求
之
私
（
之
を
私
に
求
む
）
」
と
は
、
民
聞
で
探
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
鄭
樵
は
、
「
書
秘
府
に
存
せ
ざ
る
も
、
民
聞
よ
り
出
つ
る
者

甚
だ

多
し
。
潭
州
の
呉
氏
の
如
き
は
、
其
の
家
甚
だ
微
に
し
て
、
其
の
官
甚
だ
卑
き
も
、
然
れ
ど
も
一
生
文
字
聞
に
あ
り
、
老
に
至
る
も
休

ま
ず
、
故
に
得
る
所
の
書
は
無
き
所
を
蓬
出
す
る
者
多
し
。
藏
書
の
家
を
兼
ね
、
例
と
し
て
両
目
録
有
り
o
人
に
示
す
所
以
の
者
は
、
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

嘗
て
異
書
を
載
せ
ず
。
若
し
人
に
與
し
て
誠
を
蓋
し
禮
を
蓋
す
に
非
ざ
れ
ば
、
彼
肯
て
其
の
秘
す
る
所
を
出
だ
さ
ん
や
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
民
聞
で
の
求
書
は
決
し
て
簡
軍
で
は
な
い
が
、
重
要
な
手
段
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
因
人
以
求
（
人
に
因
り
て
以
て
求
む
）
」
と
は
、
あ
る
人
が
名
家
の
奮
藏
書
を
所
藏
し
て
い
た
ら
、
そ
の
來
歴
を
調
べ
、
こ
れ
ら
奮
藏
書

の

行
方

を
探
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
鄭
樵
は
、
「
郷
人
の
李
氏
、
曽
て
和
州
に
守
た
り
て
、
其
の
家
或
い
は
沈
氏
の
書
を
有
す
。
前
年
進

む

所
の
楮
方
回
『
清
慢
帖
』
も
て
、
百
匹
雨
を
賜
ふ
を
蒙
る
。
此
れ
則
ち
沈
家
の
奮
物
也
。
郷
人
の
陳
氏
、
嘗
て
湖
北
監
司
爲
り
て
、
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ず

家
或
い
は
田
氏
の
書
を
有
す
。
臣
嘗
て
其
の
『
荊
州
田
氏
目
録
』
有
る
を
見
る
に
、
若
し
其
の
官
守
を
跡
ぬ
れ
ば
、
由
り
て
來
た
る
所
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
、
容
に
或
い
は
有
る
べ
し
。
此
を
人
に
因
り
て
以
て
求
む
と
謂
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
r
因
代
以
求
（
代
に
因
り
て
以
て
求
む
）
」
と
は
、
時
代
の
遠
近
に
よ
っ
て
書
物
を
探
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
「
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ず

の

求
め
難
き
は
、
其
の
久
遠
に
し
て
　
ぬ
べ
か
ら
ざ
る
が
爲
也
。
若
し
近
代
人
の
手
よ
り
出
つ
れ
ば
、
何
の
求
む
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
之
れ
有

　
　
の
　

ら
ん
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
代
が
近
い
人
の
著
作
は
努
力
さ
え
す
れ
ば
入
手
で
き
な
い
も
の
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
鄭
樵
の
こ
の
「
求
書
八
法
」
は
、
異
な
る
角
度
か
ら
求
書
を
論
じ
て
お
り
、
勝
手
に
想
像
し
た
と
い
う
可
能
性
は
な
い
。
こ
れ
は
鄭
樵
が

1
生
の

求
書
の
経
験
を
線
括
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
「
與
景
章
兄
投
宇
文
枢
密
書
」
の
中
で
、
「
家
貧
し
く
し
て
典
籍
無
く
、
人
家
に
書

有
る
を
聞
け
ば
、
直
ち
に
其
の
門
に
造
り
て
請
む
を
求
め
、
其
の
容
否
を
問
ず
し
て
、
讃
み
已
め
ば
則
ち
罷
め
、
去
住
す
る
に
曾
て
情
を
吝

（205）



　
　
　
　
お
　

か

に

せ

ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
彼
は
求
書
の
大
愛
さ
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
彼
の
八
法
も
確
實
に
経
験
濟
み
の
有
致
な
方
法
な

の

で
あ
る
。

　
同
時
に
鄭
樵
は
、
求
書
は
個
人
の
力
だ
け
で
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
求
書
遣
使
校
書
久
任
（
書
を
求
む
る
に
使
を
遣
は
し
て

書
を
校
す
る
に
久
し
く
任
ず
）
」
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
國
家
は
求
書
の
官
を
設
け
、
彼
ら
を
民
聞
に
派
遣
し
て
求
書
を
行
い
、
さ
ら

に

國
家
は
校
離
の
官
を
設
け
、
彼
ら
を
長
期
聞
、
専
門
職
に
就
け
て
そ
の
分
野
の
專
門
家
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
文
献
を
牧
集
す
る
上
で
き
わ
め
て
有
盆
で
あ
る
。
鄭
樵
は
、
「
漢
挾
書
の
律
を
除
き
、
献
書
の
路
を
開
く
こ
と
久
し
。
成
帝
の
時
に
到
り

て
、
謁
者
の
陳
農
を
遺
は
し
て
遺
書
を
天
下
に
求
め
し
め
、
逐
に
『
七
略
』
の
藏
有
り
。
惰
の
開
皇
の
聞
、
奇
章
公
（
補
注
：
牛
弘
の
こ
と
）

遣
を
分
け
人
を
し
て
異
本
を
捜
訪
せ
し
む
る
を
請
ひ
、
後
に
嘉
則
殿
書
を
藏
す
る
こ
と
三
十
七
萬
巻
な
り
。
線
山
の
愛
、
尺
簡
に
存
す
る
無

き
も
、
乃
ち
苗
登
等
に
命
じ
て
江
准
に
使
し
括
訪
せ
し
あ
、
文
宗
朝
に
至
り
て
、
逐
に
十
二
庫
の
書
有
り
。
唐
の
季
年
、
猶
ほ
監
察
御
史
を

諸
道
に
遣
は
し
て
遺
書
を
捜
求
せ
し
む
。
古
人
の
書
を
求
む
る
こ
と
廣
か
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
必
ず
官
を
遣
れ
ば
、
然
る
後
に
山
林
藪
澤
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

て
遺
無
か

る
べ
き
を
知
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
鄭
樵
の
「
書
を
求
む
る
に
使
を
遣
は
す
」
が
歴
史
的
経
験
の
線
括
で
あ
る
こ
と
が

わ

か

る
。
「
書
を
校
す
る
に
久
し
く
任
ず
」
に
つ
い
て
は
、
司
馬
遷
父
子
や
劉
向
父
子
な
ど
を
例
に
撃
げ
、
「
若
し
圖
書
の
備
、
文
物
の
興
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

欲
せ

ば
、
則
ち
校
儲
の
官
山
豆
に
其
の
任
を
久
し
く
せ
ざ
ら
ん
や
」
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
職
を
長
く
司
る
こ
と
に
よ
り
學
問
は
專
門
化
さ

れ
、
校
儲
は
專
門
の
學
問
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
文
献
を
保
存
・
整
理
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
求
書
の
過
程
で
特
に
注
意
す
べ
き
鮎
は
、
「
名
は
亡
ぶ
も
實
は
亡
び
ず
（
名
亡
而
實
不
亡
）
」
と
い
う
書
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
三
つ

の

状
況
が
存
在
す

る
。
第
一
に
、
あ
る
書
物
が
も
と
も
と
ほ
か
の
書
物
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
前
書
が
散
逸
し
て
も
後
書

が
全
て
残
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
書
物
が
實
際
に
は
無
く
な
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
『
文
言
例
』
を
例
に
畢
げ
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
散
逸

し
た
が
、
『
周
易
』
は
全
て
残
っ
て
い
る
。
…
…
ま
た
、
『
三
禮
目
録
』
は
散
逸
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
『
三
禮
』
か
ら
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『
十
三
代
史

目
録
』
は
散
逸
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
十
三
代
史
か
ら
取
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
。
第
二
に
、
す
で
に
他
書
に
牧
録
さ
れ
て
い
る

た

め
、
散
逸
し
て
も
實
際
に
は
無
く
な
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
名
醤
別
録
』
は
、
陶
隠
居
が
す
で
に
『
本
草
』
に
牧
録
し

て
い

る
。
『
李
氏
本
草
』
は
散
逸
し
た
が
、
唐
愼
微
が
す
で
に
『
讃
類
』
に
牧
録
し
て
い
る
。
…
…
ま
た
、
張
頻
『
禮
梓
』
は
崔
璽
恩
『
三

禮
義
宗
』
か
ら
出
て
お
り
、
崔
霞
恩
『
三
禮
義
宗
』
が
あ
れ
ば
、
張
頻
『
禮
粋
』
は
散
逸
し
て
い
な
い
。
第
三
に
、
一
書
の
内
容
が
他
書
に

含

ま
れ
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
洪
範
五
行
傳
』
が
あ
れ
ば
、
『
春
秋
災
異
雁
録
』
が
無
く
て
も
問
題
な
い
。
ま
た
、
丁
副
『
春
秋
三
傳

同
異
字
』
は
、
杜
預
『
繹
例
』
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
「
名
亡
而
實
不
亡
（
名
は
亡
ぶ
も
實
は
亡
び
ず
）
」
と
稻
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

鄭
樵
の
書
物
の
亡
’
不
亡
論
は
、
多
く
が
實
用
的
な
覗
鮎
を
出
登
鮎
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
實
際
に
は
、
一
書
が
他
書
に
牧
録
さ
れ
る
場

合
を
除
き
、
ほ
か
の
二
つ
の
状
況
は
大
い
に
検
討
す
る
鹸
地
が
あ
る
。
確
か
に
『
三
禮
目
録
』
は
こ
れ
を
コ
ニ
禮
」
か
ら
取
る
こ
と
が
で
き
、

『
十
三
代
史
目
録
』
は
こ
れ
を
十
三
代
史
か
ら
取
る
こ
と
が
で
き
て
、
現
存
す
る
こ
う
し
た
書
物
か
ら
散
逸
し
た
書
物
の
大
膿
の
内
容
を
推

測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
書
物
は
「
名
は
亡
ぶ
も
實
は
亡
び
ず
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
出
す
こ
と
は
、
ほ
ぼ
不
可
能

で

あ
る
。
ま
さ
し
く
章
學
誠
が
、
「
今
按
ず
る
に
、
『
三
禮
正
義
』
を
以
て
其
れ
鄭
氏
『
目
録
』
を
援
引
す
る
も
、
劉
向
の
篇
次
と
同
じ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ざ
る
こ
と
多
く
、
是
れ
當
に
日
に
必
ず
論
有
る
べ
き
も
、
今
見
る
を
得
ざ
る
也
。
宣
に
之
を
『
三
禮
』
よ
り
取
る
と
日
ふ
べ
け
ん
や
」
と
述

べ

る
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
『
十
三
代
史
目
録
』
は
、
『
通
志
』
藝
文
略
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
宗
諌
の
十
巷
．
股
仲
茂
の
三
巻
と
い
う
二
家

の

も
の
し
か
な
い
。
章
學
誠
は
、
「
詳
略
は
此
の
如
く
同
じ
か
ら
ず
、
其
の
中
に
も
亦
た
必
ず
説
有
り
。
宣
に
之
を
十
三
代
史
よ
り
取
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

み

と
日
ふ
べ
け
ん
や
」
と
述
べ
て
お
り
、
章
氏
の
指
摘
が
道
理
に
合
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
文
献
と
典
籍
は
何
故
散
逸
す
る
の
か
。
鄭
樵
は
こ
れ
を
「
秦
火
」
（
補
注
：
秦
の
焚
書
）
の
せ
い
に
す
る
説
に
反
封
し
、
「
粛
何
威
陽
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ぢ
　

り
、
秦
の
律
令
圖
書
を
牧
め
れ
ば
、
則
ち
秦
も
亦
た
未
だ
嘗
て
書
籍
無
か
ら
ざ
る
也
。
其
の
焚
く
所
の
者
は
、
一
時
の
聞
事
な
る
の
み
」
と

述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
書
籍
の
散
逸
は
、
「
秦
人
之
を
亡
ぼ
す
に
非
ず
、
學
者
自
ら
之
を
亡
ぼ
す
の
み
（
非
秦
人
亡
之
也
、
學
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者
自
亡
之
耳
）
」
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
學
の
傳
は
ら
ざ
る
は
、
書
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
が
爲
也
。
書
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
は
、
類
例
の
分
た
ざ
る
が
爲
也
。
專
門
の
書
有
れ
ば

　
　
則
ち
専
門
の
學
有
り
、
專
門
の
學
有
れ
ば
則
ち
世
守
の
能
有
り
。
人
其
の
學
を
守
り
、
學
其
の
書
を
守
り
、
書
其
の
類
を
守
れ
ば
、

　
　
人
に

存
没
有
る
も
、
學
は
息
ま
ず
、
世
に
愛
故
有
る
も
、
書
は
亡
び
ず
。
今
の
書
を
以
て
古
の
書
を
校
す
る
に
、
百
に
一
存
無
し
、
其

　
　
の
故
は
何
ぞ
や
。
士
卒
の
亡
ぶ
る
は
、
部
伍
の
法
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
に
由
る
也
。
書
籍
の
亡
ぶ
る
は
、
類
例
の
法
の
分
た
ざ
る
に
由

　
　

る
也
。
類
例
分
て
ば
則
ち
百
家
九
流
に
各
お
の
條
理
有
り
、
亡
ぶ
と
錐
も
而
れ
ど
も
亡
ぶ
能
は
ざ
る
也
。
巫
醤
の
學
も
、
亦
た
存
没
を

　
　
経

る
も
學
は
息
ま
ず
。
繹
老
の
書
も
、
亦
た
攣
故
を
経
る
も
書
は
常
に
存
す
。
漢
の
易
書
を
観
る
に
甚
だ
多
き
も
、
今
傳
は
ら
ず
、

　
　
惟
だ

ト
牌
巫
の
易
の
み
傳
は
る
。
法
家
の
書
も
亦
た
多
き
も
、
今
傳
は
ら
ず
、
惟
だ
鐸
老
の
書
の
み
傳
は
る
。
彼
の
異
端
の
學
能
く
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

　
　
の
書
を
全
く
す
る
は
、
之
を
專
ら
に
す
れ
ば
な
り
と
謂
へ
り
。

　

こ
こ
で
言
う
「
類
例
」
と
は
、
圖
書
の
分
類
で
あ
る
。
彼
は
、
分
類
が
不
明
確
、
つ
ま
り
書
の
類
例
が
不
明
で
あ
る
場
合
、
學
問
の
専
門
化

が
妨
げ
ら
れ
て
「
世
守
の
能
」
が
失
わ
れ
、
書
物
の
散
逸
は
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
き
、
鄭
樵
は
古
今
の

書
目
を
非
難
し
て
い
る
。
特
に
『
七
略
』
と
『
漢
書
』
藝
文
志
を
嚴
し
く
批
到
し
、
F
…
…
惟
だ
劉
向
父
子
校
す
る
所
の
経
傳
・
諸
子
・
詩

賦
、
冗
雑
に
し
て
明
ら
か
な
ら
ず
し
て
、
語
言
を
采
る
を
蓋
す
も
、
圓
譜
を
存
せ
ず
。
劉
氏
章
句
の
儒
に
縁
れ
ば
、
胸
中
元
よ
り
倫
類
無
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

班
固

其
の
失

を
知
ず
、
是
の
故
に
後
世
書
を
亡
ぼ
す
こ
と
多
き
も
、
學
者
源
別
を
知
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
漢
書
」
藝
文
志
に
つ
い

て

は
、
「
『
七
略
』
疏
と
錐
も
濫
な
ら
ず
、
若
し
班
氏
歩
歩
趨
趨
と
し
て
、
『
七
略
」
を
離
れ
ざ
れ
ば
、
未
だ
其
の
失
を
見
ざ
る
也
。
聞
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
七
略
』
の
無
き
所
に
し
て
班
氏
の
雑
出
す
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
蹟
く
」
と
さ
ら
に
嚴
し
く
述
べ
、
そ
の
た
め
、
班
固
は
「
初
め
濁
断
の
學
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

く
、
惟
だ
他
人
に
依
縁
し
て
以
て
門
戸
を
成
す
の
み
」
と
誘
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
過
分
な
非
難
に
つ
い
て
、
清
代
の
學
者
で
あ
る
章
學

誠
は

大
々
的
に
反
駁
し
、
「
『
七
略
』
・
『
別
録
』
の
書
久
し
く
し
て
已
に
傳
を
失
し
、
推
す
べ
き
所
の
者
は
、
掲
り
班
固
の
『
藝
文
』
一
志
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の

み
な
る
も
、
樵
書
し
て
首
め
に
班
固
を
議
る
。
凡
そ
推
論
す
る
所
、
班
氏
の
業
に
渉
る
者
有
る
も
、
皆
な
睡
駁
の
蔚
を
爲
す
に
過
ぐ
。

蓋

し
樵
『
通
史
』
を
爲
り
、
固
は
則
ち
断
代
を
書
と
爲
す
。
両
家
の
宗
旨
、
昔
自
り
殊
異
な
れ
ば
、
所
謂
道
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
相
ひ
爲
に
謀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
ず
に
し
て
、
怪
む
に
足
る
無
き
也
」
、
F
然
る
に
班
劉
の
異
同
、
樵
も
亦
た
未
だ
嘗
て
深
考
せ
ず
、
但
だ
班
固
の
揚
雄
一
家
を
績
入
し
、
倫

類
を
分
か
た
ざ
る
を
議
る
の
み
。
其
の
劉
氏
の
遺
法
、
樵
固
よ
り
未
だ
嘗
て
討
論
せ
ず
し
て
、
班
氏
の
得
失
、
樵
の
議
も
亦
た
未
だ
其
の
卒

允

を
得
ず
。
夫
れ
劉
『
略
』
・
班
『
志
』
、
乃
ち
千
古
の
著
録
の
淵
源
に
し
て
、
樵
『
校
離
』
の
略
を
著
す
に
疏
忽
を
免
れ
ざ
る
こ
と
是
の

如

し
。
蓋
し
創
始
す
る
者
は
功
を
爲
し
難
き
の
み
。
今
諸
家
の
著
録
を
較
正
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
當
に
自
ら
劉
『
略
』
・
班
『
志
』
を
椹
輿

　
　
　
　
　
　
お
　

と
爲
す
べ
き
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
實
際
、
劉
向
・
劉
散
父
子
に
よ
る
圖
書
の
著
録
は
、
決
し
て
甲
乙
の
分
類
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
。
章

學
誠

は
、
「
如
し
徒
だ
甲
乙
部
の
次
計
の
み
を
爲
せ
ば
、
則
ち
一
掌
故
令
史
も
て
足
れ
り
。
何
ぞ
父
子
の
世
業
を
用
ひ
、
閲
年
二
紀
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

僅
か
に
乃
ち
業
を
卒
す
る
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
劉
氏
父
子
の
目
的
は
、
「
流
別
を
部
次
し
、
大
道
を
申
明
し
、
九
流
百
氏
の
學
を
叙
列
し
、

之

を
縄
貫
珠
聯
し
、
歓
逸
を
無
少
ら
な
し
め
、
人
の
類
に
即
し
て
書
を
求
め
、
書
に
因
り
て
學
を
究
め
ん
と
す
る
を
欲
す
。
理
に
互
通
有
り
、

書
に
両
用
す
る
者
有
る
に
至
り
て
は
、
未
だ
嘗
て
兼
牧
併
載
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
初
め
以
て
重
複
を
嫌
と
爲
さ
ず
、
其
の
甲
乙
部
次
の
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

於
い
て
、
但
だ
互
注
を
加
へ
、
以
て
稽
検
に
便
な
ら
し
む
の
み
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
「
古
人
最
も
家
學
を
重
ん
ず
。
一
家
の
書
を
叙
列
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ

る
に
、
凡
そ
此
の
一
家
の
學
に
渉
る
者
有
れ
ば
、
究
源
至
委
せ
ざ
る
は
無
く
、
其
の
流
別
を
寛
む
る
は
、
所
謂
著
作
の
標
準
、
群
言
の
折
衷

　　
　也

」
と
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鄭
樵
は
自
身
の
見
解
に
よ
り
、
古
人
の
不
明
確
な
類
例
は
「
胸
に
倫
類
無
し
」
と
非
難
し
て
お
り
、
古
人

に

無
實
の
罪
を
着
せ
て
い
る
と
い
う
感
は
免
れ
な
い
。
彼
の
「
『
太
玄
』
は
當
に
易
類
に
蹄
す
べ
く
、
『
法
言
』
は
當
に
諸
子
に
錦
す
べ
し

（『
太
玄
』
當
蹄
易
類
、
『
法
言
』
當
闘
諸
子
）
」
と
い
う
言
葉
は
、
確
か
に
正
確
な
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
樂
箴
』
を
雑
家
に
入
れ
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

だ

と
言
う
の
は
、
武
断
に
過
ぎ
る
。
何
故
な
ら
、
班
固
が
「
『
太
玄
』
は
十
九
、
『
法
言
』
は
十
三
、
『
樂
』
は
四
、
『
箴
』
は
二
」
と
自
注
を

付
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
樂
』
と
『
箴
』
は
二
書
で
あ
り
、
一
書
で
は
な
い
。
鄭
樵
が
二
書
を
一
書
と
し
た
の
は
、
決
し
て
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そ
の
書
物
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
も
、
ど
ん
な
書
物
か
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
無
理
や
り
分
類
し
た
の
で
あ
る
。
全
く

馬
鹿
げ
た
話
で
あ
る
。

　
古
人
に

封
す

る
鄭
樵
の
非
難
は
、
し
ば
し
ば
行
き
過
ぎ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
當
時
の
文
化
の
業
績
を
反
映
す
る
た
め
、
古
い
し
き
た

り
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
十
二
類
で
群
書
を
分
類
し
、
し
か
も
諸
略
を
接
大
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
創
始
の
精
祠
を
膿
現
し
て
い
る

し
、
し
か
も
圖
書
の
具
禮
的
な
著
録
に
お
い
て
も
、
非
常
に
債
値
の
高
い
見
解
が
多
い
。
從
來
の
目
録
は
、
「
類
書
」
或
い
は
「
類
人
」
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
前
者
は
「
人
を
以
て
書
に
類
す
（
以
人
類
書
）
」
の
こ
と
で
、
著
録
す
る
と
き
、
書
名
を
主
と
し
、
作
者
を
小
文
字
で
書
名

の

下
に

記

し
て
い
る
。
後
者
は
「
書
を
以
て
人
に
類
す
（
以
書
類
人
）
」
の
こ
と
で
、
著
録
す
る
と
き
は
人
物
を
主
と
し
、
作
者
を
書
名
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

に

大
文
字
で
記
し
て
い
る
。
『
新
唐
書
』
藝
文
志
は
「
書
を
以
て
人
に
類
す
」
で
あ
り
、
鄭
樵
は
、
「
『
唐
志
』
は
人
を
以
て
書
の
上
に
眞
く
も
、

注

を
著
さ
ず
、
大
い
に
相
ひ
妨
ぐ
る
こ
と
有
り
。
管
辰
『
管
轄
傳
」
三
巻
を
作
る
が
如
き
は
、
『
唐
」
文
を
省
く
に
、
例
と
し
て
作
字
を
去

れ

ば
、
則
ち
當
に
『
管
辰
管
轄
傳
』
と
日
ふ
べ
き
も
、
是
れ
二
人
の
共
傳
也
。
…
…
又
た
李
翰
『
張
巡
挑
闇
傳
』
1
1
1
g
e
を
作
る
が
如
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

當
に

作
字
を
去
る
べ
け
れ
ば
、
則
ち
當
に
『
李
翰
張
巡
挑
閤
傳
』
と
日
ふ
べ
き
も
、
是
れ
三
人
の
共
傳
也
…
…
」
と
批
判
し
て
い
る
。
鄭
樵

は
、
『
唐
志
』
の
訣
鮎
に
封
し
て
、
圖
書
の
著
録
に
は
「
人
を
以
て
書
に
類
す
」
と
い
う
原
則
、
つ
ま
り
書
名
を
主
と
し
て
、
作
者
を
そ
の
下

に

記
す
と
い
う
原
則
が
不
可
訣
で
あ
る
と
提
起
し
て
い
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
『
唐
志
』
の
書
名
や
作
者
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
に
生
じ
る
手

聞

を
省
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
原
則
は
聞
違
い
な
く
正
確
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
鄭
樵
は
、
圖
書
の
著
録
は
「
名
を
見
る
も
書
を
見
ず
（
見
名
不
見
書
）
」
で
は
い
け
な
い
こ
と
、
「
前
を
看
る
も
後
を
看
ず
（
看
前
不

看
後
）
」
と
い
う
よ
う
に
勝
手
に
分
類
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
「
『
尉
線
子
」
は
兵
書
也
。
班
固
以
て
諸
子
類
と
爲
し
、
雑
家
に
置
ハ

く
o
此
を
之
を
名
を
見
る
も
書
を
見
ず
と
謂
ふ
。
『
左
月
t
z
x
』
『
唐
』
之
に
因
り
、
『
崇
文
目
』
に
至
り
て
始
め
て
兵
書
類
に
入
る
。
顔
師
古
『
刊

謬
正
俗
』
を
作
り
、
乃
ち
経
史
を
雑
記
し
、
惟
だ
第
一
篇
の
み
『
論
語
』
を
説
く
O
而
れ
ど
も
『
崇
文
目
』
以
て
論
語
類
と
爲
す
。
此
を
之
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ハ
　
　

を
前
を
看
る
も
後
を
看
ず
と
謂
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
圖
書
を
著
録
す
る
と
き
に
不
可
訣
な
事
實
確
認
の
原
則
で
あ
り
、
名
稻
に

よ
る
實
質
の
判
断
と
い
い
加
減
な
庭
理
に
反
封
し
て
い
る
。
こ
の
原
則
に
從
え
ば
、
著
録
の
誤
り
の
減
少
を
保
讃
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
目
録
を
編
纂
す
る
時
、
書
物
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
圖
書
の
著
録
に
關
す
る
鄭
樵
の
意
見
で
あ
る
。
彼
は
「
書
の
亡

び

易
き
も
、
亦
た
校
雛
の
人
の
職
を
失
す
る
が
故
に
由
る
也
。
蓋
し
編
次
の
時
、
其
の
名
峡
を
失
ふ
。
名
峡
既
に
失
へ
ば
、
書
安
く
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

亡
ば

ざ
る
を
得
ん
や
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
新
唐
書
』
藝
文
志
「
天
文
類
」
に
は
星
の
書
は
あ
る
が
日
月
風
雲
氣
候
の
書
は
な
い
と
い
う
例
を

翠
げ
、
「
豊
に
唐
朝
に
し
て
風
雲
氣
候
の
書
無
き
こ
と
有
ら
ん
や
。
編
次
の
時
之
を
失
す
」
と
詰
問
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
崇
文
線
目
』
に
は

風
雲
氣
候
の
書
は
あ
る
が
日
月
の
書
は
な
い
と
い
う
例
を
畢
げ
、
コ
豆
に
宋
朝
に
し
て
日
月
の
書
無
き
こ
と
有
ら
ん
や
。
編
次
の
時
失
す
る

　
　
　
　
　
　

こ
と
有
り
」
と
詰
問
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
先
に
述
べ
た
意
見
と
關
連
し
て
い
る
が
、
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
目
録

を
編
纂
す
る
時
、
書
物
を
見
落
と
さ
な
い
た
め
に
は
、
眞
剣
か
つ
適
切
に
庭
理
す
る
ほ
か
、
線
膿
的
な
観
念
と
全
膿
的
な
認
識
を
必
要
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
の
諸
分
野
を
把
握
す
れ
ば
、
全
面
的
な
著
録
が
保
讃
さ
れ
、
い
か
な
る
分
野
も
見
落
と
す
こ
と
は
な
い
。

　
「
編
次
す
る
に
必
ず
亡
書
を
記
す
（
編
次
必
記
亡
書
）
」
は
、
圖
書
の
著
録
に
關
す
る
鄭
樵
の
特
に
重
要
な
意
見
で
あ
る
。
そ
の
重
要
性
は
、

決
し
て
意
見
と
し
て
提
出
さ
れ
た
鮎
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
「
古
人
書
を
編
す
る
に
皆
な
其
の
亡
閾
を
記
す
、
仲
尼
『
書
』
を

定
む

る
に
、
逸
篇
具
さ
に
載
す
る
所
以
な
り
。
王
倹
『
七
志
』
を
作
り
、
已
に
し
て
又
た
劉
氏
『
七
略
』
及
び
二
漢
『
藝
文
志
』
・
魏
『
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
　

経
簿
』
の
闘
く
所
の
書
を
條
し
て
一
志
と
爲
す
。
…
…
」
か
ら
で
あ
る
。
鄭
樵
が
「
編
次
す
る
に
必
ず
亡
書
を
記
す
」
を
求
め
た
目
的
は
、
軍

な
る
篇
章
の
補
完
で
は
な
く
、
以
後
の
求
書
の
た
め
に
基
盤
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
「
唐
自
り
以
前
、
書
籍
の
富
む
は
、
亡
閾
の
書
繋

る
所
有
る
が
爲
に
し
て
、
故
に
本
の
繋
る
所
を
以
て
求
む
べ
し
。
所
以
に
書
或
い
は
前
に
亡
ぶ
も
後
に
備
は
り
、
彼
よ
り
出
で
ず
し
て
此
よ

り
出
哨
」
と
三
口
う
。
同
時
に
、
「
編
次
す
る
に
必
ず
亡
書
を
記
す
」
は
、
歴
史
文
献
の
姿
を
全
面
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
見
解
の
重
要

性
を
さ
ら
に
説
明
し
て
い
る
。
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鄭
樵
の
「
校
離
略
」
は
、
「
秦
不
紹
儒
學
論
二
篇
」
な
ど
二
十
↓
題
の
み
で
、
文
章
は
わ
ず
か
藪
千
言
で
、
長
編
に
は
程
遠
い
。
し
か
し
、

行
聞
か

ら
は
苦
し
さ
が
滲
み
出
し
、
各
題
は
い
ず
れ
も
自
ら
の
目
録
學
實
践
の
経
験
を
総
括
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
文
献
の
牧
集
・
分
類
・

著
録
の
分
野
に
お
い
て
提
起
し
た
原
則
は
、
し
ば
し
ば
前
人
が
言
及
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
目
録
學
と
文
献
學
の
理
論
的
な
著
作
と

し
て
、
そ
の
功
績
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
r
藝
文
略
」
の
ほ
か
に
、
鄭
樵
は
「
圖
譜
略
」
と
「
金
石
略
」
を
撰
し
、
圖
譜
と
金
石
文
字
を
專
門
に
著
録
し
て
い
る
。
鄭
樵
が
こ
の
二

略
を
軍
濁
に
設
け
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
藝
文
略
」
が
こ
の
1
　
l
略
の
内
容
を
牧
録
す
る
の
が
難
し
い
た
め
と
推
測
す
る
人
も
い
る
。
し
か
し
、

實
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
藝
文
略
」
の
諸
経
と
史
部
は
圖
譜
を
牧
録
し
て
お
り
、
し
か
も
「
圖
譜
略
」
と
は
相
違
が
あ
る
。

ま
た
、
「
藝
文
略
」
の
傳
記
中
の
群
異
に
も
、
『
地
動
圖
』
や
『
瑞
雁
栩
毛
圖
』
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
「
圖
譜
」
で
あ
る
。
そ
の
ほ

か
、
「
藝
文
略
」
経
部
は
、
『
一
字
石
経
周
易
』
一
巷
・
『
三
字
石
経
尚
書
古
纂
』
三
巻
・
『
今
字
石
経
鄭
玄
碕
書
』
八
巻
な
ど
を
著
録
し
て

お

り
、
こ
れ
は
全
て
金
石
の
範
園
に
属
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
藝
文
略
」
は
、
「
圖
譜
」
と
「
金
石
」
の
内
容
を
全
て
牧
録
す
る
の
は

不
可
能
だ

が
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
牧
録
で
き
る
。
な
ら
ば
、
鄭
樵
に
よ
る
「
圓
譜
」
と
「
金
石
」
1
　
l
略
の
設
立
に
は
、
さ
ら
に
深
い
意

味
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
河
は

圖
を
出
し
、
洛
は
書
を
出
す
、
と
い
う
よ
う
に
、
古
來
よ
り
圖
と
書
は
併
稻
さ
れ
て
い
た
。
漢
代
の
任
宏
は
丘
ハ
書
の
校
勘
を
命
じ
ら

れ

る
と
、
兵
書
五
十
三
家
を
校
定
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
圖
が
四
十
三
巻
あ
る
。
劉
宋
・
南
齊
の
聞
、
王
倹
が
『
七
志
』
を
作
る
と
、
「
圖

譜
志
」
を
設
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
圖
譜
を
軍
濁
に
一
略
と
し
た
の
は
、
決
し
て
鄭
樵
の
創
始
で
は
な
い
。
し
か
も
、
　
r
圖
譜
略
」
は
一
巻
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に

は
足
ら
ず
、
著
録
す
る
圖
譜
は
、
合
計
で
三
百
種
に
も
満
た
な
い
。
と
り
わ
け
、
一
部
の
小
類
、
例
え
ば
「
孝
経
類
」
に
は
『
雁
瑞
圖
』

し
か
な
く
、
F
刑
法
類
」
に
は
『
五
刑
傍
通
圖
』
し
か
な
く
、
F
論
語
類
」
に
い
た
っ
て
も
、
『
井
田
義
圖
」
と
『
論
語
世
譜
』
の
二
種
し
か

な
い
。
ほ
か
の
類
も
多
く
は
一
、
二
種
類
し
か
著
録
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
元
幽
豆
年
聞
に
呂
大
防
が
『
韓
文
公
集
年
譜
』
と
『
杜
工
部
年

譜
』
を
撰
述
し
、
す
で
に
譜
學
を
學
術
研
究
の
領
域
に
引
き
入
れ
、
譜
學
は
年
譜
と
い
う
形
式
で
再
興
し
た
。
し
か
し
、
r
圖
譜
略
」
は
何

も
反
映
し
て
い
な
い
。
で
は
、
鄭
樵
が
F
圖
譜
略
」
を
設
け
た
意
圖
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

　
鄭
樵

は
圖
譜
の
作
用
を
強
調
し
、
F
若
し
天
下
の
事
業
を
成
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
未
だ
圖
譜
無
く
し
て
世
に
行
ふ
べ
き
者
有
ら
ず
」
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

え

述
べ
、
さ
ら
に
、
「
圖
譜
の
學
を
以
て
傳
へ
ざ
れ
ば
、
則
ち
實
學
蓋
く
化
し
て
虚
文
と
爲
ら
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
鄭
樵
の
こ
の
言
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
劉
氏
創
意
し
、
群
書
を
線
括
し
、
分
け
て
七
略
と
爲
す
も
、
ロ
ハ
だ
書
を
牧
む
る
の
み
に
し
て
、
圓
を
牧
め
ず
」
と
い
う
過
ち
を
讃
明
し
、

r上
は
天
に
通
ず
る
（
上
通
於
天
）
」
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
彼
の
劉
向
・
班
固
に
封
す
る
學
術
上
一
貫
し
た
非
難
と
一
致
し
て

い
る
。

　
鄭
樵
が
生

き
た
北
宋
・
南
宋
の
時
代
は
、
靖
康
の
愛
以
後
、
宋
の
都
で
あ
っ
た
汗
京
は
金
の
南
京
に
な
り
、
宋
の
高
宗
は
杭
州
に
避
難
し

て
、
杭
州
は
臨
安
に
改
名
さ
れ
、
南
部
中
國
の
都
城
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
宋
朝
臣
民
の
故
國
へ
の
念
を
引
き
起
こ
さ
な
い
わ
け
は

な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
孟
元
老
の
『
東
京
夢
華
録
』
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
故
國
喬
木
の
作
品
で
、
汗
京
の
繁
榮
を
追
述
し
て
い
る
。
鄭

樵

も
「
圖
譜
略
」
の
中
で
、
最
初
に
『
宋
朝
宮
開
圖
』
・
『
汗
京
圖
』
な
ど
を
著
録
し
て
い
る
が
、
彼
の
故
國
へ
の
思
い
を
表
し
て
い
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。
高
宗
の
時
、
宋
と
金
の
戦
事
が
頻
襲
し
た
た
め
、
軍
事
的
償
値
の
あ
る
地
形
圖
は
明
ら
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

さ
し
く
鄭
樵
が
「
圓
に
非
ざ
れ
ば
以
て
關
要
を
明
ら
か
に
す
る
無
し
」
と
提
起
し
た
通
り
で
あ
る
。
實
際
、
宋
は
早
く
か
ら
北
方
の
地
理
形

勢

を
重
覗
し
て
お
り
、
宋
人
は
遼
・
金
に
使
節
と
し
て
赴
v
と
、
蹄
國
し
た
後
に
「
語
録
」
を
上
奏
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

F語
録
」
の
重
要
な
内
容
の
一
つ
は
、
行
程
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
宣
和
乙
巳
許
充
宗
奉
使
燕
雲
工
程
録
』
は
、
ま
ず
行
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程
を
述
べ
、
そ
れ
か
ら
見
聞
と
雁
封
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
早
期
に
金
に
派
遣
さ
れ
、
金
に
拘
留
さ
れ
た
洪
校
は
、
『
松
漠
紀
聞
』

の

中
で
、
燕
京
か
ら
金
初
の
都
城
へ
向
か
う
行
程
を
叙
述
し
て
い
る
。
行
程
に
關
す
る
こ
う
し
た
文
章
叙
述
は
、
結
局
、
圖
の
直
観
性
や
有

奴
性
に

は

及
ば

な
い
。
「
圖
譜
略
」
は
、
『
大
遼
封
境
圖
』
・
『
大
金
接
境
圖
』
・
『
契
丹
地
理
圖
』
・
『
西
夏
賀
蘭
山
圖
』
を
著
録
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
圖
が
き
わ
め
て
重
要
な
軍
事
的
債
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
鄭
樵

は
圖
譜
の
重
要
性
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
が
、
多
く
の
圖
が
文
章
表
現
の
重
要
な
補
助
形
式
で
あ
る
こ
と
は
、
客
観
的
な
事
實
で
あ

る
。
例
え
ば
、
あ
る
器
物
の
形
状
は
、
文
章
で
ど
ん
な
に
細
か
く
描
寓
し
て
も
、
は
っ
き
り
表
現
す
る
の
は
難
し
い
が
、
圖
は
簡
軍
に
こ
の

目
的
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
考
工
記
』
は
、
も
し
圖
が
な
く
文
章
だ
け
な
ら
、
確
か
に
わ
か
り
に
く
い
o
漢
の
張
衡
が
制
作

し
た
候
風
地
動
議
は
、
文
章
だ
け
で
そ
の
外
形
を
描
寓
し
て
お
り
、
内
部
の
機
械
構
造
に
つ
い
て
は
、
言
葉
が
簡
軍
す
ぎ
て
意
味
不
明
で
あ

る
。
も
し
、
當
時
に
圖
が
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
重
大
な
科
學
的
嚢
明
の
存
在
を
知
る
だ
け
で
は
す
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
鄭
樵
は
圖
譜
を

重
硯

し
、
二
十
略
の
中
に
「
圖
譜
略
」
を
設
け
て
圖
譜
を
記
述
し
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
鮎
は
、
彼
が
記
し
た
圖
譜
が
、
大
き
く
二
類

に

分
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
記
有
」
と
「
記
無
」
で
、
「
記
無
」
類
の
藪
は
、
「
記
有
」
類
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
著
録
は
、
人
々
に
歴
史
上
出
現
し
た
圓
譜
を
教
え
、
し
か
も
圖
譜
の
散
逸
に
注
目
す
る
よ
う
喚
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
圖
譜
を
保
存
す

る
上
で
積
極
的
な
意
義
を
持
っ
て
お
り
、
鄭
樵
の
文
献
保
存
に
お
け
る
貢
献
を
農
現
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
金
石
學

は
、
宋
代
に
登
生
・
形
成
さ
れ
た
學
科
で
あ
る
。
王
國
維
は
、
「
古
器
の
出
つ
る
こ
と
、
蓋
し
代
無
く
し
て
有
る
こ
と
蔑
か
ら
ん
。

惰
唐
以
前
、
其
の
郡
國
山
川
よ
り
出
つ
る
者
頗
る
史
に
見
は
る
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
以
て
之
を
識
る
者
寡
く
、
而
も
之
を
記
す
者
復
た
詳
ら

か

な
ら
ず
。
故
に
其
の
文
略
ぼ
今
に
存
す
る
者
は
、
唯
だ
美
陽
・
伯
山
父
二
鼎
と
秦
擢
・
葬
量
の
み
。
趙
宋
以
後
、
古
の
器
物
愈
い
よ
出
で
、

秘
閣
太
常
既
に

器

を
藏
す
る
こ
と
多
く
、
士
大
夫
の
劉
原
父
・
歓
陽
永
叔
の
如
き
輩
も
亦
た
古
器
を
蒐
羅
し
、
墨
本
を
徴
求
す
。
復
た
楊
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ

仲
の
輩
有
り
て
之
が
考
繹
を
爲
り
、
古
文
の
學
勃
然
と
し
て
中
興
す
。
伯
時
と
叔
復
と
は
圏
し
て
之
を
鐸
し
、
政
宣
の
聞
流
風
盆
ま
す
煽
り
、
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『
籍
史
』
の
載
せ
て
著
録
す
る
所
の
金
文
の
書
は
1
1
1
十
鹸
家
に
至
り
、
南
渡
の
後
、
諸
家
の
書
猶
ほ
與
ら
ざ
る
こ
と
多
し
、
盛
ん
と
謂
ふ
べ

　　
　し

」
と
述
べ
て
い
る
。
金
石
文
献
は
特
殊
な
文
献
で
あ
り
、
そ
れ
自
禮
も
文
物
的
債
値
を
持
っ
た
文
献
で
あ
る
。
鄭
樵
は
こ
の
よ
う
な
文
献

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
き
わ
め
て
重
覗
し
、
F
方
冊
は
古
人
の
言
語
、
款
識
は
古
人
の
面
貌
な
り
」
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
さ
ら
に
、
「
今
の
方
冊
の
傳
ふ
る
所
の

者
は
、
已
に
敷
千
萬
傳
の
後
を
経
て
、
其
れ
親
承
の
道
を
去
る
こ
と
遠
し
。
惟
だ
金
石
有
り
、
不
朽
を
垂
る
所
以
に
し
て
、
今
列
し
て
略
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
か

爲
り
、
式
謄
の
道
猶
ほ
存
す
る
に
庶
幾
し
。
且
つ
巫
日
人
の
字
董
を
観
れ
ば
、
巫
日
人
の
風
猷
を
見
る
べ
し
。
唐
人
の
書
縦
を
観
れ
ば
、
唐
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

典

則
を
見
る
べ
し
。
此
の
道
の
後
學
安
く
ん
ぞ
得
て
諸
を
舎
て
ん
や
」
と
言
っ
て
い
る
。
鄭
樵
は
、
こ
こ
で
文
物
的
債
値
を
持
つ
金
石
文

献
が
方
冊
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
金
石
文
献
は
早
く
に
出
現
し
た
が
、
長
い
聞
人
々
に
輕
頑
さ
れ
て
い
た
。
宋
朝
に
な
る
と
、
次
第
に
こ
う
し
た
文
献
の
償
値
が
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
臨
模
・
著
録
・
考
讃
・
解
鐸
・
評
論
が
行
わ
れ
始
め
た
。
ま
さ
し
く
鄭
樵
は
、
金
石
文
献
の
著
録
を
通
し
て
、
金
石
學
の

宋
代
の
登
展
状
況
を
客
観
的
に
側
面
か
ら
示
し
て
い
る
。
大
部
分
の
金
石
文
献
は
文
物
で
も
あ
る
が
、
『
藝
文
志
』
は
、
「
書
」
の
み
著
録
し
、

書
物
以
外
の
文
献
は
著
録
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
『
藝
文
志
』
が
、
器
物
・
碑
刻
や
彫
像
な
ど
を
著
録
し
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
金
石
文
献
は
、
『
藝
文
志
』
に
は
完
全
に
は
牧
録
さ
れ
な
い
た
め
、
鄭
樵
が
「
金
石
略
」
を
創
設
し
た
こ
と
は
、
こ
の
難
題
を
上
手
く

解
決

し
た
と
言
え
る
。
「
金
石
略
」
に
著
録
さ
れ
る
金
石
文
献
は
、
三
代
・
秦
・
漢
・
三
國
・
晋
・
南
北
朝
・
惰
・
唐
と
い
う
年
代
順
に
拉

ん

で
い

る
。
唐
代
の
内
容
は
比
較
的
多
い
た
め
、
ま
ず
上
中
下
に
分
け
て
か
ら
、
高
宗
・
欧
陽
詞
・
顔
眞
卿
と
い
う
よ
う
に
、
人
物
ご
と
に

分

け
て
い
る
。
内
容
は
、
青
銅
器
・
貨
幣
・
石
鼓
・
碑
刻
を
含
み
、
そ
の
う
ち
碑
刻
が
多
い
。
青
銅
器
と
貨
幣
の
著
録
は
、
軍
に
器
物
と
貨

幣
の
名
稻
を
著
録
す
だ
け
で
、
そ
の
上
に
彫
刻
さ
れ
て
い
る
文
字
を
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
碑
刻
の
著
録
は
、
碑
の
題
目
を
著
録
す
る

ほ

か
、
多
く
に
小
注
が
あ
り
、
年
代
・
地
鮎
・
撰
者
・
書
家
を
注
繹
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
黙
は
、
多
く
の
碑
刻
の
下
に
「
未
詳
」
と
い
う

注
が
加
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
注
を
全
艘
的
に
見
る
と
、
宋
代
の
こ
う
し
た
碑
刻
研
究
の
概
況
を
反
映
で
き
て
い
る
こ
と
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が
わ

か

る
。
鄭
樵
は
各
金
石
文
献
を
具
罷
的
に
研
究
し
て
は
い
な
い
が
、

登
展
を
促
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

當
時
の
金
石
文
献
の
牧
集
と
著
録
に
注
目
し
て
お
り
、
金
石
學
の

注（1
）

（2
）

（3
）

（4
）

（5
）

（6
）

（7
）

（8
）

（9
）

（1
）

（1
）

（1
2
）

（1
3
）

『
通
志
』
線
序
「
紀
傳
者
、
編
年
記
事
之
實
跡
、
自
有
成
規
。
不
爲
智
而
増
、
不
爲
愚
而
減
o
故
於
紀
傳
、
印
其
奮
文
、
從
而
損
盆
」
。

吾
傍
讃
『
通
史
』
一
書
、
除
二
十
略
外
、
寛
不
能
登
見
其
有
何
等
債
値
…
…
樵
雌
抱
宏
願
、
然
絡
是
向
司
馬
遷
圏
中
討
生
活
、
松
柏
之
下
、
其
草
不

植
、
樵
之
失
敗
宜
也
。
然
僅
二
十
略
、
固
自
足
以
不
朽
。
史
界
之
有
樵
、
若
光
芒
寛
天
之
一
慧
星
焉
。
（
梁
啓
超
『
中
國
歴
史
研
究
法
』
「
過
去
之
中

國
史
學
界
」
）

『
通
志
』
線
序
「
其
五
略
漢
唐
諸
儒
所
得
而
聞
、
其
十
五
略
、
漢
唐
諸
儒
所
不
得
而
聞
也
」
。

観
『
群
書
會
記
』
、
則
知
樵
之
藝
文
志
異
乎
諸
史
之
藝
文
。

今
所
紀
者
、
欲
以
紀
百
代
之
有
無
。
然
漢
晋
之
書
最
爲
希
闊
。
故
梢
略
。
惰
唐
之
書
於
今
爲
近
。
故
差
詳
。
崇
文
四
庫
及
民
聞
之
藏
、
乃
近
代
之
書
、

所
當
一
一
載
也
。

『
通
志
』
「
校
儲
略
」
編
次
必
謹
類
例
論
六
篇
「
書
籍
之
亡
者
、
由
類
例
之
法
不
分
也
。
類
例
分
、
則
百
家
九
流
各
有
條
理
、
錐
亡
而
不
能
亡
也
」
。

同
上
「
類
書
猶
持
軍
也
。
若
有
條
理
、
錐
多
而
治
。
若
無
條
理
、
難
寡
而
紛
。
類
例
不
患
其
多
也
。
患
庭
多
之
無
術
耳
」
。

同
上
　
F
『
七
略
』
所
分
、
自
爲
萄
簡
。
四
庫
所
部
、
無
乃
荒
唐
」
。

『
通
志
」
「
校
離
略
」
編
次
之
誰
論
十
五
篇
コ
類
之
書
、
當
集
在
一
庖
、
不
可
有
所
聞
也
」
o

『
通
志
』
「
校
離
略
」
編
次
必
記
亡
書
論
三
篇
「
上
有
源
流
、
下
有
沿
襲
」
。

M
〉
F
．
N
志
』
「
校
儲
略
」
編
次
必
謹
類
例
論
六
篇
「
類
例
既
分
、
學
術
自
明
、
以
其
先
後
本
末
具
在
。
観
圖
譜
者
、
可
以
知
圓
譜
之
所
始
。
観
名
藪
者
、

可
以
知
名
敷
名
之
相
…
…
賭
其
書
可
以
知
其
學
之
源
流
…
…
」
。

『
通
志
』
「
校
儲
略
」
書
有
雁
鐸
論
一
篇
「
有
雁
鐸
者
、
有
不
雁
鐸
者
、
不
可
執
一
概
而
論
」
、
F
有
雁
鐸
者
而
一
概
不
鐸
、
謂
之
簡
」
、
F
有
不
雁
鐸
者

而
一
概
鐸
之
、
謂
之
繁
」
。

『
通
志
』
「
校
麟
略
」
亡
書
出
於
民
聞
論
一
篇
「
古
之
書
籍
、
有
上
代
所
無
、
而
出
於
今
民
聞
者
。
『
古
文
爲
書
音
』
、
唐
世
與
宋
朝
拉
無
、
今
出
於
潭

州
之
呉
氏
。
陸
機
『
正
訓
』
、
階
唐
二
志
拉
無
、
今
出
於
荊
州
之
田
氏
。
『
三
墳
』
自
是
一
種
古
書
、
至
煕
豊
間
始
出
於
野
堂
村
校
。
按
潭
州
『
呉
氏
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書
目
』
、
算
術
一
家
有
藪
件
古
書
、
皆
三
館
四
庫
所
無
者
、
臣
已
牧
入
求
書
類
　
。
又
『
師
春
』
二
巻
・
甘
氏
『
星
経
』
二
巻
・
『
漢
官
典
義
』
十
巻
・

『
京
房
易
妙
』
一
巷
、
今
世
之
所
傳
者
、
皆
出
呉
氏
。
鷹
知
古
書
散
落
人
聞
者
可
勝
計
哉
。
求
之
之
道
未
至
耳
」
。

『
通
志
』
「
校
儲
略
」
求
書
之
道
有
八
論
九
篇
「
凡
星
暦
之
書
、
求
之
露
墓
郎
。
樂
律
之
書
、
求
之
太
常
樂
工
。
璽
墓
所
無
、
然
後
訪
民
聞
之
知
星
暦
者
。

太
常
所
無
、
然
後
訪
民
聞
之
知
音
律
者
…
…
」

同
上
r
凡
性
命
道
徳
之
書
、
可
以
求
之
道
家
。
小
學
文
字
之
書
、
可
以
求
之
鐸
氏
。
如
『
素
履
子
』
・
『
玄
眞
子
』
・
『
ヂ
子
』
・
『
竃
子
』
之
類
、

道
家
皆
有
。
如
『
蒼
頷
篇
』
・
『
書
寵
手
鑑
』
・
郭
邊
「
音
訣
圖
』
・
『
字
母
』
之
類
、
鐸
氏
皆
有
。
『
周
易
』
之
書
多
藏
於
卜
笠
家
。
『
洪
範
』
之

書
、
多
藏
於
五
行
家
。
且
如
那
瑳
『
周
易
略
例
正
義
』
、
今
『
道
藏
』
有
之
。
京
房
『
周
易
飛
伏
例
』
、
ト
麸
家
有
之
。
此
以
謂
傍
類
以
求
」
。

同
上
r
『
孟
少
圭
實
録
』
、
蜀
中
必
有
。
『
王
審
知
傳
』
、
閏
中
必
有
。
『
零
陵
先
賢
傳
』
、
零
陵
必
有
。
『
桂
陽
先
賢
賛
』
、
桂
陽
必
有
。
…
…
『
茅
山
記
』

必
見
於
茅
山
観
。
『
神
光
聖
跡
』
必
見
於
神
光
寺
。
如
此
之
類
、
可
因
地
以
求
」
。

同
上
「
『
銭
氏
慶
系
圖
』
、
可
以
求
於
忠
諮
王
之
家
。
『
章
子
家
譜
』
、
可
求
於
申
公
之
後
。
黄
君
愈
『
筒
書
關
言
』
難
亡
、
君
愈
之
家
在
興
化
。
王
柔

『
春
秋
講
義
』
難
亡
、
秦
之
家
在
臨
潭
。
徐
寅
『
文
賦
』
、
今
蓄
田
有
之
、
以
其
家
在
甫
田
。
『
播
佑
文
集
』
、
今
長
樂
有
之
、
以
其
後
居
長
樂
」
。

「
禮
儀
之
書
・
祠
祀
之
書
・
断
獄
之
書
・
官
制
之
書
・
版
圓
之
書
、
今
官
府
有
不
経
兵
火
慮
、
其
庭
必
有
存
者
、
此
謂
求
之
公
」
。

同
上
F
書
不
存
於
秘
府
、
而
出
於
民
聞
者
甚
多
。
如
潭
州
呉
氏
、
其
家
甚
微
、
其
官
甚
卑
、
然
一
生
文
字
聞
、
至
老
不
休
、
故
所
得
之
書
多
蓬
出
所

無
者
。
兼
藏
書
之
家
、
例
有
爾
目
録
。
所
以
示
人
者
、
未
嘗
載
異
書
。
若
非
與
人
蓋
誠
蓋
禮
、
彼
肯
出
其
所
秘
乎
」
。

同
上
F
郷
人
李
氏
、
曽
守
和
州
、
其
家
或
有
沈
氏
之
書
。
前
年
所
進
楮
方
回
『
清
愼
帖
』
、
蒙
賜
百
匹
両
。
此
則
沈
家
奮
物
也
。
郷
人
陳
氏
、
嘗
爲
湖

北
監
司
、
其
家
或
有
田
氏
之
書
。
臣
嘗
見
其
有
『
荊
州
田
氏
目
録
』
、
若
跡
其
官
守
、
知
所
由
來
、
容
或
有
焉
。
此
謂
因
人
以
求
」
。

同
上
「
書
之
難
求
者
、
爲
其
久
遠
而
不
可
　
也
o
若
出
近
代
人
之
手
、
何
不
可
求
之
有
」
。

『
爽
漂
遺
稿
』
巻
1
I
F
家
貧
無
典
籍
、
聞
人
家
有
書
、
直
造
其
門
求
讃
、
不
問
其
容
否
、
讃
已
則
罷
、
去
佳
曾
不
吝
情
」
。

『
通

志
』
「
校
雛
略
」
求
書
遣
使
校
書
久
任
論
一
篇
「
漢
除
挾
書
之
律
、
開
獄
書
之
路
久
　
。
到
成
帝
時
、
遺
謁
者
陳
農
求
遺
書
於
天
下
、
逐
有
『
七

略
』
之
藏
。
陪
開
皇
聞
、
奇
章
公
請
分
遣
使
人
捜
訪
異
本
、
後
嘉
則
殿
藏
書
三
十
七
萬
巻
。
緑
山
之
愛
、
蓋
簡
無
存
、
乃
命
苗
登
等
使
江
准
括
訪
、

至
文
宗
朝
、
逐
有
十
二
庫
之
書
。
唐
之
季
年
、
猶
遣
監
察
御
史
諸
道
捜
求
遺
書
。
知
古
人
求
書
欲
廣
、
必
遣
官
焉
、
然
後
山
林
藪
澤
可
以
無
遣
」
。

同
上
「
若
欲
圖
書
之
備
、
文
物
之
興
、
則
校
鑑
之
官
豊
可
不
久
其
任
哉
」
。

『
校
醗
通
義
』
補
鄭
「
今
按
、
以
『
三
禮
正
義
』
其
援
引
鄭
氏
『
目
録
』
、
多
與
劉
向
篇
次
不
同
、
是
當
日
必
有
説
、
而
今
不
得
見
也
。
山
豆
可
日
取
之

『
三
禮
』
乎
」
。
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同
上
r
詳
略
如
此
不
同
、
其
中
亦
必
有
説
。
山
豆
可
日
取
之
十
三
代
史
而
已
乎
」
。

『
通
志
』
「
校
麟
略
」
秦
不
紹
儒
學
論
二
篇
「
粛
何
入
威
陽
、
牧
秦
律
令
圖
書
、
則
秦
亦
未
嘗
無
書
籍
也
o
其
所
焚
者
、
一
時
聞
事
耳
」
。

『
通
志
』
「
校
儲
略
」
編
次
必
謹
類
例
論
六
篇
「
學
之
不
傳
者
、
爲
書
之
不
明
也
。
書
之
不
明
者
、
爲
類
例
之
不
分
也
。
有
専
門
之
書
則
有
専
門
之
學
、

有
專
門
之
學
則
有
世
守
之
能
。
人
守
其
學
、
學
守
其
書
、
書
守
其
類
、
人
有
存
没
、
而
學
不
息
、
世
有
愛
故
、
而
書
不
亡
。
以
今
之
書
校
古
之
書
、

百
無
一
存
、
其
故
何
哉
。
士
卒
之
亡
也
、
由
部
伍
之
法
不
明
也
。
書
籍
之
亡
也
、
由
類
例
之
法
不
分
也
。
類
例
分
則
百
家
九
流
各
有
條
理
、
錐
亡
而

不
能
亡

也
。
巫
醤
之
學
、
亦
経
存
没
而
學
不
息
。
鐸
老
之
書
、
亦
経
愛
故
而
書
常
存
。
観
漢
之
易
書
甚
多
、
今
不
傳
、
惟
ト
笠
之
易
傳
。
法
家
之
書

亦
多
、
今
不
傳
、
惟
鐸
老
之
書
傳
。
彼
異
端
之
學
能
全
其
書
者
、
専
之
謂
　
」
。

『
通
志
』
「
校
離
略
」
編
書
不
明
分
類
論
三
篇
「
…
…
惟
劉
向
父
子
所
校
経
傳
・
諸
子
・
詩
賦
、
冗
雑
不
明
、
蓋
采
語
言
、
不
存
圖
譜
。
縁
劉
氏
章
句
之

儒
、
胸
中
元
無
倫
類
。
班
固
不
知
其
失
、
是
故
後
世
亡
書
多
、
而
學
者
不
知
源
別
」
。

『
通
志
』
「
校
儲
略
」
編
次
不
明
論
七
篇
「
『
七
略
』
難
疏
而
不
濫
、
若
班
氏
歩
歩
趨
趨
、
不
離
於
『
七
略
』
、
未
見
其
失
也
。
聞
有
『
七
略
』
所
無
而
班

氏
雑
出
者
、
則
蹟
　
」
。

「
通
志
』
「
校
離
略
」
編
書
不
明
分
類
論
三
篇
「
初
無
濁
断
之
學
、
惟
依
縁
他
人
以
成
門
戸
」
。

『
校
艦
通
義
』
自
序
「
『
七
略
』
・
『
別
録
』
之
書
久
已
失
傳
、
所
可
推
者
、
掲
班
固
『
藝
文
』
］
志
、
而
樵
書
首
議
班
固
。
凡
所
推
論
、
有
渉
於
班
氏

之
業
者
、
皆
過
爲
財
駁
之
露
。
蓋
樵
爲
『
通
史
』
、
而
固
則
断
代
爲
書
。
雨
家
宗
旨
、
自
昔
殊
異
、
所
謂
道
不
同
不
相
爲
謀
、
無
足
怪
也
」
。

『
校
儲
通
義
』
補
校
漢
書
藝
文
志
「
然
班
劉
異
同
、
樵
亦
未
嘗
深
考
、
但
議
班
固
績
入
揚
雄
一
家
、
不
分
倫
類
而
已
。
其
劉
氏
遺
法
、
樵
固
未
嘗
討
論
、

而
班
氏
得
失
、
樵
議
亦
未
得
其
卒
允
。
夫
劉
『
略
』
・
班
『
志
』
、
乃
千
古
著
録
之
淵
源
、
而
樵
著
『
校
儲
』
之
略
不
免
疏
忽
如
是
。
蓋
創
始
者
難
爲

功
爾
。
今
欲
較
正
諸
家
著
録
、
當
自
劉
「
略
』
・
班
『
志
』
爲
穫
輿
也
」
。

『
校
離
通
義
』
互
著
「
如
徒
爲
甲
乙
部
次
計
、
則
一
掌
故
令
史
足
　
。
何
用
父
子
世
業
、
閲
年
二
紀
、
僅
乃
卒
業
乎
」
。

同
上
F
部
次
流
別
、
申
明
大
道
、
叙
列
九
流
百
氏
之
學
、
使
之
縄
貫
珠
聯
、
無
少
歓
逸
、
欲
人
即
類
求
書
、
因
書
究
學
。
至
理
有
互
通
、
書
有
爾
用
者
、

未
嘗
不
兼
牧
併
載
。
初
不
以
重
複
爲
嫌
、
其
於
甲
乙
部
次
之
下
、
但
加
互
注
、
以
便
稽
検
而
已
」
。

同
上
r
古
人
最
重
家
學
。
叙
列
一
家
之
書
、
凡
有
渉
此
一
家
之
學
者
、
無
不
究
源
至
委
、
寛
其
流
別
、
所
謂
著
作
之
標
準
、
群
言
之
折
衷
也
」
。

『校
儲
通
義
』
鄭
樵
誤
校
漢
志
「
「
太
玄
』
十
九
、
『
法
言
』
十
1
1
1
、
　
r
樂
』
四
、
『
箴
』
1
I
」
o

『
通
志
』
「
校
離
略
」
不
類
書
而
類
人
論
三
篇
「
『
唐
志
』
以
人
眞
於
書
之
上
、
而
不
著
注
、
大
有
相
妨
。
如
管
辰
作
『
管
轄
傳
』
三
巻
、
『
唐
』
省
文
、

例
去
作
字
、
則
當
日
『
管
辰
管
轄
傳
」
、
是
二
人
土
ハ
傳
也
。
…
…
又
如
李
翰
作
『
張
巡
挑
闇
傳
』
1
1
1
g
e
、
當
去
作
字
、
則
當
日
『
李
翰
張
巡
挑
闇
傳
』
、
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是
三
人
共
傳
也
…
…
」
。

『
通

志
』
「
校
離
略
」
見
名
不
見
書
論
二
篇
「
『
尉
績
子
』
兵
書
也
。
班
固
以
爲
諸
子
類
、
眞
於
雑
家
。
此
之
謂
見
名
不
見
書
。
『
階
』
『
唐
』
因
之
、
至

『
崇
文
目
』
始
入
兵
書
類
。
顔
師
古
作
『
刊
謬
正
俗
』
、
乃
雑
記
経
史
、
惟
第
一
篇
説
『
論
語
』
。
而
「
崇
文
目
』
以
爲
論
語
類
。
此
之
謂
看
前
不
看
後
」
。

『
通
志
』
「
校
離
略
」
編
次
失
書
論
五
篇
「
書
之
易
亡
、
亦
由
校
儲
之
人
失
職
故
也
。
蓋
編
次
之
時
、
失
其
名
秩
。
名
峡
既
失
、
書
安
得
不
亡
也
」
。

同
上
r
豊
有
唐
朝
而
無
風
雲
氣
候
之
書
乎
。
編
次
之
時
失
之
　
」
、
コ
豆
有
宋
朝
而
無
日
月
之
書
乎
。
編
次
之
時
有
失
　
」
。

『
通
志
』
「
校
艦
略
」
編
次
必
記
亡
書
論
三
篇
「
古
人
編
書
皆
記
其
亡
闘
、
所
以
仲
尼
定
『
書
』
、
逸
篇
具
載
。
王
倹
作
『
七
志
』
、
已
又
條
劉
氏
「
七
略
』

及
二
漢
『
藝
文
志
』
、
魏
『
中
経
簿
』
所
関
之
書
爲
一
志
。
…
…
」
。

『
通
志
』
「
校
離
略
」
編
次
必
記
亡
書
論
三
篇
「
自
唐
以
前
、
書
籍
之
富
者
、
爲
亡
闘
之
書
有
所
繋
、
故
可
以
本
所
繋
而
求
。
所
以
書
或
亡
於
前
而
備
於

後
、
不
出
於
彼
而
出
於
此
」
。

『
通
志
』
「
圖
譜
略
」
索
象
「
若
欲
成
天
下
之
事
業
、
未
有
無
圖
譜
而
可
行
於
世
者
」
。

『
通
志
』
「
圖
譜
略
」
原
學
「
以
圖
譜
之
學
不
傳
、
則
實
學
煮
皿
化
爲
虚
文
　
」
。

「
通
志
』
「
圖
譜
略
」
索
象
「
劉
氏
創
意
、
線
括
群
書
、
分
爲
七
略
、
只
牧
書
、
不
敗
圖
」
。

『
通
志
』
「
圓
譜
略
」
明
用
「
非
圓
無
以
明
關
要
」
。

『
観
堂
集
林
』
宋
代
金
文
著
録
表
序
「
古
器
之
出
、
蓋
無
代
而
蔑
有
。
惰
唐
以
前
、
其
出
於
郡
國
山
川
者
錐
頗
見
於
史
、
然
以
識
之
者
寡
、
而
記
之
者

復
不
詳
。
故
其
文
之
略
存
於
今
者
、
唯
美
陽
・
伯
山
父
二
鼎
與
秦
椎
葬
量
而
已
。
趙
宋
以
後
、
古
器
物
愈
出
、
秘
閣
太
常
既
多
藏
器
、
士
大
夫
如
劉

原
父
・
欧
陽
永
叔
輩
亦
蒐
羅
古
器
、
徴
求
墨
本
。
復
有
楊
南
仲
輩
爲
之
考
鐸
、
古
文
之
學
勃
然
中
興
。
伯
時
與
叔
復
圓
而
繹
之
、
政
宣
之
聞
流
風
盆

煽
、
『
籍
史
』
所
載
著
録
金
文
之
書
至
三
十
鹸
家
、
南
渡
後
諸
家
之
書
猶
多
不
與
焉
、
可
謂
盛
　
」
。

『
金
石
略
』
序
「
方
冊
者
古
人
之
言
語
、
款
識
者
古
人
之
面
貌
」
。

『
金
石
略
』
序
「
今
之
方
冊
所
傳
者
、
已
経
敷
千
萬
傳
之
後
、
其
去
親
承
之
道
遠
　
。
惟
有
金
石
、
所
以
垂
不
朽
、
今
列
而
爲
略
、
庶
幾
式
謄
之
道
猶

存
焉
。
且
観
巫
日
人
字
董
、
可
見
巫
日
人
之
風
猷
。
観
唐
人
書
縦
、
可
見
唐
人
之
典
則
。
此
道
後
學
安
得
而
舎
諸
」
。
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